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78 杉並区組織規則の一部を改正する規則

79 杉並区職員の職名に関する規則の一部を改正する規則

80
杉並区立ドッグラン広場条例施行規則の一部を改正する規
則

81 杉並区児童手当事務取扱細則の一部を改正する規則

82
杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則の一部を改正
する規則

83
杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の
利用調整等に関する規則の一部を改正する規則

84
杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例施行規則の一部
を改正する規則

85 杉並区立子供園条例施行規則の一部を改正する規則

86
杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則の一部を改正
する規則

87 杉並区公印規則の一部を改正する規則

88
杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律施行細則の一部を改正する規則

89
杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律施行細則の一部を改正する規則

90 杉並区理容師法施行細則の一部を改正する規則

91 杉並区美容師法施行細則の一部を改正する規則



杉並区組織規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月５日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第７８号

杉並区組織規則の一部を改正する規則

杉並区組織規則（昭和５０年杉並区規則第９号）の一部を次のように改正する。

第１３条管理課の部男女共同・犯罪被害者支援係の項中第７号を削り、第８号を

第７号とし、第９号を第８号とする。

別表第４杉並区ジェンダー平等に関する審議会の項を削る。

附 則

この規則は、令和７年９月６日から施行する。



杉並区職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月１１日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第７９号

杉並区職員の職名に関する規則の一部を改正する規則

杉並区職員の職名に関する規則（昭和４６年杉並区規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。

別表第７号を次のように改める。

７ その他

ア 区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもつて、

前各号の職務名に代えるものとする。

イ 杉並区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１

８年杉並区条例第１号）第２条第１項の規定により採用された職員で前各号

の職務名により難い職務に従事するものについては、区長が指定する名称を

職務名とする。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。



杉並区立ドッグラン広場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月１２日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８０号

杉並区立ドッグラン広場条例施行規則の一部を改正する規則

杉並区立ドッグラン広場条例施行規則（令和６年杉並区規則第７号）の一部を次

のように改正する。

第４条各号を次のように改める。

(１) １月１日から３月３１日まで 午前７時から午後５時まで

(２) ４月１日から５月３１日まで 午前７時から午後６時まで

(３) ６月１日から７月３１日まで 午前７時から午後７時まで

(４) ８月１日から同月３１日まで 午前７時から午後６時まで

(５) ９月１日から１０月３１日まで 午前７時から午後５時まで

(６) １１月１日から１２月３１日まで 午前７時から午後４時まで

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。



杉並区児童手当事務取扱細則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月１８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８１号

杉並区児童手当事務取扱細則の一部を改正する規則

杉並区児童手当事務取扱細則（平成４年杉並区規則第１０９号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条中「。以下「政令」という。」を削る。

第６条の２第１項を削り、同条第２項中「前項に定めるもののほか、」を削り、

「現況届」を「省令第４条第１項の届書」に、「省令第４条第３項」を「同条第３

項」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とする。

第３号様式中「、第６条の２」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月１８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８２号

杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則の一部を改正する規則

杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則（平成２６年杉並区規則第８７号）

の一部を次のように改正する。

第８条第３項第２号、第４項第２号及び第５項第４号中「４箇月」を「１年」に

改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。



杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の利用調整等に関する規

則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月１８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８３号

杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の利用調整等に関す

る規則の一部を改正する規則

杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の利用調整等に関する規

則（平成２６年杉並区規則第８８号）の一部を次のように改正する。

附則別表の３の項中「番号９又は番号１１」を「８の項又は１０の項」に改め、

同表の６の項中「期間（日数）」を「日数」に、「期間に」を「日数に」に、「期

間が」を「日数が」に、「期間を」を「日数を」に改める。

別表第１（１）の１の項を次のように改める。

１ 就労・ 月２０日以上の就労（週３ 週４０時間以上又は月１６０時間以上の ２０

就労内 日以上の交替制による勤務 就労を常態とする場合

定 等を除く。）又は月２０日

以上の就労内定（週３日以

上の交替制による勤務等の

就労内定を除く。）

月１６日以上の就労（週３ 週３２時間以上又は月１２８時間以上の １８

日以上の交替制による勤務 就労を常態とする場合

等を除く。）又は月１６日

以上の就労内定（週３日以

上の交替制による勤務等の

就労内定を除く。）

月１２日以上の就労（週３ 週２４時間以上又は月９６時間以上の就 １６

日以上の交替制による勤務 労を常態とする場合

等を除く。）又は月１２日

以上の就労内定（週３日以 週２０時間以上又は月８０時間以上の就 １４

上の交替制による勤務等の 労を常態とする場合

就労内定を除く。）

週１６時間以上又は月６４時間以上の就 １２

労を常態とする場合

週１２時間以上又は月４８時間以上の就 １０

労を常態とする場合

週３日以上の交替制による 週４０時間以上又は月１６０時間以上の ２０

勤務等又は週３日以上の交 就労を常態とする場合

替制による勤務等の就労内



定 週３２時間以上又は月１２８時間以上の １８

就労を常態とする場合

週２４時間以上又は月９６時間以上の就 １６

労を常態とする場合

週２０時間以上又は月８０時間以上の就 １４

労を常態とする場合

週１６時間以上又は月６４時間以上の就 １２

労を常態とする場合

週１２時間以上又は月４８時間以上の就 １０

労を常態とする場合

その他月４８時間以上の就労を常態とする就労又は就労内定の場合 ８

別表第１（１）の２の項を削り、同表（１）の３の項中「、拘禁等」を「又は拘

禁等により保護者のいずれかが不存在である場合」に改め、同項を同表（１）の２

の項とし、同表（１）中４の項を３の項とし、同表（１）の５の項中「１箇月以

上」を「１月以上」に改め、同項を同表（１）の４の項とし、同表（１）中６の項

を５の項とし、同表（１）の７の項中「者除く」を「者を除く」に改め、同項を同

表（１）の６の項とし、同表（１）中８の項を７の項とし、９の項を８の項とし、

同項の次に次のように加える。

９ 就学・ 月２０日以上の就学（通信 週４０時間以上又は月１６０時間以上の ２０

職業訓 教育によるもの（区長が保 就学又は職業訓練の受講を常態とする場

練（就 育所等における保育が必要 合

学・職 と認める場合を除く。）を

業訓練 除く。以下同じ。）若しく

の予定 は職業訓練（通信制による

を 含 もの（区長が保育所等にお

む。） ける保育が必要と認める場

合を除く。）を除く。以下

同じ。）又は月２０日以上

の就学若しくは職業訓練の

予定

月１６日以上の就学若しく 週３２時間以上又は月１２８時間以上の １８

は職業訓練又は月１６日以 就学又は職業訓練の受講を常態とする場

上の就学若しくは職業訓練 合

の予定

月１２日以上の就学若しく 週２４時間以上又は月９６時間以上の就 １６

は職業訓練又は月１２日以 学又は職業訓練の受講を常態とする場合

上の就学若しくは職業訓練

の予定 週２０時間以上又は月８０時間以上の就 １４

学又は職業訓練の受講を常態とする場合

週１６時間以上又は月６４時間以上の就 １２



学又は職業訓練の受講を常態とする場合

週１２時間以上又は月４８時間以上の就 １０

学又は職業訓練の受講を常態とする場合

その他就学若しくは職業訓練の受講を常態とし、又は就学若しくは職業 ８

訓練の受講を予定している場合

別表第１（１）の１０の項を次のように改める。

１０ 育児休 保護者のいずれかの教育・保育給付認定に係る事由が子ども・子育て支 それ

業中等 援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」という。） ぞれ

の転園 第１条の５第９号又は杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則（平 の保

成２６年杉並区規則第８７号）第３条第２項第３号に掲げる事由である 護者

場合の転園の申込み につ

いて

１

（こ

の表

の２

の項

の規

定に

該当

する

場合

にあ

って

は、

２）

別表第１（１）の１１の項を削り、同表（１）中１２の項を１１の項とし、同表

（１）備考１ただし書を削り、同表（１）備考２中「保護者が」を削り、「もの」

の次に「のうち、いずれか一つ」を加え、同表（１）備考２に次のただし書を加え

る。

ただし、この表の２の項の規定に該当する場合（この表の１０の項の規

定に該当する場合を除く。）は最も基準指数が大きいもののうちいずれか

一つの基準指数及びこの表の２の項に規定する基準指数を適用し、この表

の１０の項の規定に該当する場合は同項に規定する基準指数のみを適用す

る。

別表第１（１）備考４中「１日当たり４時間以上就労している」を「月８０時間

以上勤務している場合又は１月当たりの通常の勤務時間の２分の１以上勤務してい

る」に改め、同表（１）中備考４を備考５とし、備考３を備考４とし、備考２の次

に次のように加える。



３ この表の１の項に規定する就労並びに９の項に規定する就学及び職業訓

練の時間には、休憩の時間を含むものとする。

別表第１（２）の１の項中「子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府

令第４４号。以下「府令」という。）」を「府令」に改め、同表（２）の２の項中

「６５歳未満」を「１８歳以上６５歳未満」に改め、「（同一の敷地内の建物（集

合住宅を含む。）に居住している親族等を含む。以下同じ。）」を削り、同表

（２）の３の項中「離婚」を「１８歳以上６５歳未満の同居の親族等がおらず、か

つ、離婚」に、「配偶者（内縁関係である者を含む。）」を「保護者のいずれか」

に改め、「であって、配偶者がない場合に準ずるもの」を削り、同表（２）の４の

項を削り、同表（２）中５の項を４の項とし、６の項から１８の項までを１項ずつ

繰り上げ、同表（２）の１９の項を削り、同表（２）中２０の項を１８の項とし、

２１の項から２４の項までを２項ずつ繰り上げ、同表（２）備考３中「番号１から

番号４まで」を「１の項から３の項まで」に改め、同表（２）備考４中「番号１か

ら番号１１まで及び番号１３から番号１８まで」を「１の項から１０の項まで及び

１２の項から１７の項まで」に改め、同表（２）備考５中「番号１から番号１８ま

で」を「１の項から１７の項まで」に、「番号２４」を「２２の項」に改め、同表

（２）備考６中「番号１２」を「１１の項」に改め、同表（２）備考７中「番号１

４」を「１３の項」に、「番号１２」を「１１の項」に改める。

別表第２の３の項中「番号９又は番号１１」を「８の項又は１０の項」に改め、

同表の５の項中「期間（日数）」を「日数」に、「期間を」を「日数を」に改める。

附 則

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。

２ 改正後の杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等の利用調整等

に関する規則附則別表、別表第１及び別表第２の規定は、令和８年４月１日以後

の保育の利用に係る同規則第１条に規定する利用調整から適用し、同年３月３１

日以前の保育の利用に係る改正前の杉並区児童福祉法第２４条第３項の規定によ

る保育所等の利用調整等に関する規則第１条に規定する利用調整については、な

お従前の例による。



杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。

令和７年９月１８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８４号

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例施行規則の一部を改正する規則

杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例施行規則（昭和３８年杉並区規則第６

号）の一部を次のように改正する。

第１条第１項の表杉並区立堀ノ内保育園の項中「４４」を「３３」に、「９８」

を「８７」に改め、同表杉並区立阿佐谷南保育園の項中「４７」を「４４」に、

「１１９」を「１１６」に改め、同表杉並区立本天沼保育園の項中「３２」を「２

９」に、「８３」を「８０」に改め、同表杉並区立宮前保育園の項中「４５」を

「３９」に、「９６」を「９０」に改め、同表杉並区立久我山東保育園の項中「４

０」を「３７」に、「８８」を「８５」に改め、同表杉並区立高井戸東保育園の項

中「４１」を「３３」に、「９２」を「８４」に改め、同表杉並区立阿佐谷東保育

園の項中「４８」を「４２」に、「１１１」を「１０５」に改め、同表杉並区立上

荻保育園の項中「４６」を「３４」に、「１０６」を「９４」に改め、同表杉並区

立阿佐谷北保育園の項中「４２」を「３９」に、「１０２」を「９９」に改め、同

表杉並区立松庵保育園の項中「４５」を「４２」に、「１０８」を「１０５」に改

め、同表杉並区立永福南保育園の項中「４７」を「４２」に、「１０７」を「１０

２」に改め、同表杉並区立善福寺保育園の項中「４２」を「３９」に、「９６」を

「９３」に改め、同表杉並区立久我山保育園の項中「４０」を「３７」に、「１０

０」を「９７」に改め、同表杉並区立浜田山保育園の項中「４４」を「３８」に、

「９８」を「９２」に改め、同表杉並区立高円寺東保育園の項中「４８」を「４

２」に、「１１１」を「１０５」に改め、同表杉並区立今川保育園の項中「４０」

を「３７」に、「９１」を「８８」に改め、同表杉並区立下井草保育園の項中「４

６」を「４０」に、「１０９」を「１０３」に改め、同表杉並区立荻窪東保育園の

項中「３１」を「２８」に、「７５」を「７２」に改める。



附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。



杉並区立子供園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月１８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８５号

杉並区立子供園条例施行規則の一部を改正する規則

杉並区立子供園条例施行規則（平成２１年杉並区規則第９６号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条第１号中「日曜日」の次に「及び土曜日」を加える。

附 則

この規則は、令和１０年４月１日から施行する。



杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月２９日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８６号

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則の一部を改正する規則

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則（平成１２年杉並区規則第７７号）

の一部を次のように改正する。

第１７条の見出しを「（有料粗大ごみ処理券等の貼付方法等）」に改め、同条中

「第２９条に規定する」を「第２９条第１項の規定による」に、「添付に」を「貼

付に」に改め、同条第１号及び第２号中「添付」を「貼付」に改め、同条第３号中

「添付するとき」を「貼付するとき」に、「添付すること」を「にすること」に改

め、同条第４号中「はがれる」を「剥がれる」に、「添付」を「貼付」に改め、同

条に次の１項を加える。

２ 条例第２９条第２項の規則で定める事項は、収集予定日及びインターネットを

利用する方法により粗大ごみの廃棄物処理手数料を納付した際に指定された番号

とする。

第１８条の見出し中「添付」を「貼付」に改め、同条中「に規定する」を「の規

定による」に、「添付に」を「貼付に」に改め、同条第１号及び第２号中「添付」

を「貼付」に改め、同条第３号中「添付するとき」を「貼付するとき」に、「添付

すること」を「にすること」に改め、同条第４号中「離れる」を「剥がれる」に、

「添付」を「貼付」に改める。

第３０条第１項中「添付」を「貼付」に改め、同条第２項中「条例第２９条の規

定により有料粗大ごみ処理券を添付」を「同条第１項の粗大ごみの廃棄物処理手数

料を納付」に改め、同条第３項中「を決定」を「の額を決定」に改める。

第３３条第３項中「の規定による廃棄物処理手数料」を「の規定により排出量を

算定し、廃棄物処理手数料の額を決定した場合」に改める。

第３４条の見出しを「（粗大ごみの廃棄物処理手数料の徴収方法）」に改め、同

条第１項中「第４５条第１項の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃



棄物処理手数料」を「第４４条第１項の粗大ごみの廃棄物処理手数料」に、「又は

掲示」を「、掲示その他の方法」に改める。

第３７条第１項第１号中「占有者」の次に「又はインターネットを利用する方法

により粗大ごみの廃棄物処理手数料を納付した占有者」を加える。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。



杉並区公印規則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月３０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８７号

杉並区公印規則の一部を改正する規則

杉並区公印規則（昭和３７年杉並区規則第１４号）の一部を次のように改正する。

別表第１の２ 専用杉並区印の部５の項中「及び国民健康保険被保険者証」を削

り、同表の４ 専用杉並区長印の部３３の項中「並びに私立専修学校」を「、私立

専修学校」に、「専用」を「、学校給食費等徴収事務その他の学務課事務専用」に

改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。



杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の

一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月３０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８８号

杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則

杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年杉並区規則第６６号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項及び第１４条の１０第１項中「第５条第２３項」を「第５条第２４

項」に改める。

第１号様式（表）及び第６号様式（表）中

「 「
□ 就 労 定 着 支 援 □ 就 労 定 着 支 援

□ 就 労 選 択 支 援

を に

」 」

改める。

附 則

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。

２ この規則の施行の際、改正前の第１号様式及び第６号様式による用紙で、現に

残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。



杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の

一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月３０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第８９号

杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則

杉並区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年杉並区規則第６６号）の一部を次のように改正する。

第３号様式中「自立訓練」の次に「・就労選択支援」を加える。

附 則

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に交付されている改正前の第３号様式による障害福祉サ

ービス受給者証は、当該障害福祉サービス受給者証の支給決定期間の間は、改正

後の第３号様式による障害福祉サービス受給者証とみなす。



杉並区理容師法施行細則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月３０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第９０号

杉並区理容師法施行細則の一部を改正する規則

杉並区理容師法施行細則（昭和５０年杉並区規則第４６号）の一部を次のように

改正する。

第６条第２号中「同条第２７項」を「同条第２８項」に、「同条第２８項」を

「同条第２９項」に改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。



杉並区美容師法施行細則の一部を改正する規則を公布する。

令和７年９月３０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第９１号

杉並区美容師法施行細則の一部を改正する規則

杉並区美容師法施行細則（昭和５０年杉並区規則第４７号）の一部を次のように

改正する。

第６条第２号中「同条第２７項」を「同条第２８項」に、「同条第２８項」を

「同条第２９項」に改める。

附 則

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。
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